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第３章　地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村支援

Ⅰ　在宅医療と介護の連携の推進

地域包括ケアシステムを深化・推進するためには、高齢者が住み慣れた地域で安心し

て医療や介護を受けられる体制を整備する必要があります。

訪問診療を実施している医療機関数は515施設（県内医療機関の28.6％）（注 1）、歯

科往診サポートセンターに登録する歯科診療所の登録数は415施設（県内歯科診療所の

41.7％）（注 2）、訪問看護事業所数は1,712事業所（注 3）となっています。在宅にお

いて、必要なサービスが提供され、地域で安心して療養できるよう、引き続き、多職種

が連携し、地域で在宅療養を支える体制の構築に取り組む必要があります。

また、在宅療養者の多様なニーズに対応するためには、在宅医療と介護に従事する様々

な職種（医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員等）が相互の専門性や役割

について十分に理解し、協働に向けた合意形成と多職種連携を図る必要があります。

在宅医療と介護をよりよくするためには、ケアを提供する側と利用する側がともに、

在宅医療や介護についての理解を深めることが大切です。そして、県民一人ひとりが望

む療養生活を実現するためには、人生の最終段階における療養生活の過ごし方や医療な

どについて家族や医療・介護関係者と話し合い、その希望がかなえられる環境を整える

必要があります。【図表 3 - 1 】

【図表3-１】在宅医療・介護連携推進のイメージ図
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1　在宅医療と介護を支える体制の整備
⑴　協議会を通じた連携

多職種が連携・協働した在宅医療と介護を提供する体制を構築するためには、各

職種が自らの役割と他職種との連携について理解し、的確に役割を果たす必要があ

ります。このため、医療・介護の職能団体の代表者等で構成する「岡山県在宅医療

推進協議会」において、各職種の役割や多職種連携の在り方、各団体の取組等につ

いて協議し、協働に向けた合意形成と医療・介護関係団体間の連携を図ります。

⑵　在宅医療の充実と関係機関の連携の促進

在宅医療を充実させるため、地域での研修や会議等を通じて、24時間体制での在

宅医療や症状悪化時の緊急入院、在宅看取りなどを適切に提供できる体制の構築を

図るとともに、医師会等の関係団体が行う地域包括ケアシステムの深化・推進に向

けた取組等を支援します。

また、医療機関、医師会、介護関係団体、市町村等関係機関と連携し、県民への

在宅医療の普及を進めます。

さらに、地域の実情に応じて、入院から在宅医療へ円滑に移行できるように、か

かりつけ医を中心に、訪問看護ステーション、在宅療養支援病院、薬局、地域包括

支援センター等と連携し、退院時カンファレンスや地域ケア会議等の充実を図りま

す。

⑶　リハビリテーションサービス提供体制の整備

本県の要介護等認定者 1万人当たりのリハビリテーション専門職従事者数（理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士の 3職種合計）及びリハビリテーションサービス

提供事業所数は全国平均を上回っていますが、生活機能の低下した高齢者が増える

ことが見込まれることから、その有する能力を最大限発揮できるよう、生活期のリ

ハビリテーションサービス提供体制の充実を図ります。

また、高齢者の心身の状態が悪化し、医療が必要になった場合、医療保険で実施

する急性期・回復期のリハビリテーションを一時的に利用した後、自宅等に戻って

も日常生活が送れるように、介護保険で実施するリハビリテーションへの切れ目の

ないサービス提供のための連携体制の構築を促進します。

2　在宅医療と介護を支える人材の育成
地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、在宅医療と介護を支える人材育成を

図るため、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、介護支援専門員協会などの関

係団体で行う専門性向上のための研修の支援や、県・保健所と職能団体・関係団体が

協働で、多職種連携を推進するための在宅医療に関する研修会の開催など、専門職の

資質向上と多職種連携を図ります。

また、高齢単独世帯の増加や在宅看取りの増加等に伴い、地域医療を担う医師等が
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適切に在宅死に対応できるように、研修等を通じて対応力の向上を図ります。

3　市町村の取組への支援
各地域の住民の暮らし方、医療や介護資源等、地域の実情に応じた地域包括ケアシ

ステムを深化・推進するための事業が効果的・効率的に実施できるよう、市町村が開

催する地域ケア会議や研修等への参画・助言等により、市町村の取組を支援します。

また、地域共生社会の実現を目指し、介護保険を利用できない40歳未満の若年者の

介護など、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対する市町村の包括的な支援

体制の構築について、好事例の横展開などの支援を行います。

4　県民の理解の促進及び意思の尊重
医療機関、医師会、介護関係団体、市町村等関係機関と連携を図りながら、県民が

自分らしい療養生活を人生の最終段階まで含めて考え、家族等と話し合い、家族・関

係者に希望を伝え、これをかなえる環境を整えます。そのために、医療・介護関係者

と連携し、県民が自分らしい生活や人生の最終段階における生き方、生命の尊厳につ

いて考えるよう普及啓発を進めます。

また、医療機関・在宅・施設など県民が希望する場所で自分らしい療養生活を送り、

人生の最期を迎えることができるよう、県医師会や県看護協会等と協働して、アドバ

ンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）に基づいた支援を進めるため、ＡＣＰの知識技

術の普及及び連携のあり方等に関する研修を行い、質の向上を図るとともに、支援体

制の構築に取り組みます。

コラム　 3　アドバンス・ケア・プランニング（ACP）

アドバンス・ケア・プランニングとは、患者本人が意思決定できなくなったときに備えて、

患者の目標や価値観などを実際に受ける医療・ケアに反映させるために、今後の治療・療養

について、患者・家族、医療・介護関係者があらかじめ話し合う自発的なプロセスです。こ

のプロセスには、患者に代わって、意思決定を行う信用できる人若しくは人々を選定してお

くことも含まれます。

注 1：令和 2（2020）年厚生労働省「医療施設調査」

注 2：令和 5（2023）年 3月	岡山県歯科医師会調べ

注 3：令和 5（2023）年 3月	岡山県指導監査室
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Ⅱ　中重度者を支える在宅サービスの充実

中重度の要介護者、認知症の高齢者など医療ニーズのある要介護者が、今後増加する

ことが見込まれることから、可能な限り住み慣れた地域で継続して日常生活を営むこと

ができるようにするため、看護を含めたサービス提供体制を強化する必要があります。

そのため、訪問看護サービスの充実・強化が必要であり、市町村、医師会、看護協会、

訪問看護ステーション連絡協議会に対して訪問看護ステーションの規模の拡大や整備を

促します。

また、看護と介護を一体的に提供する「看護小規模多機能型居宅介護」と「定期巡回・

随時対応型訪問介護看護」のサービスを確保するために、引き続き、市町村に対して開

設経費の助成を行って事業者の参入を促すなど、サービス提供体制の充実が図られるよ

う支援します。【図表 3 - 2 】

①　訪問看護、介護予防訪問看護

訪問看護ステーションから、看護師等が生活の場へ訪問して、看護ケアを提供し、

療養生活を支援するサービスを提供します。

②　看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護（在宅の要介護者や家族の希望等に応じ、在宅サービス

の中心となる「通い」、「訪問」、「泊まり」を総合的に提供するサービス）に訪問看

護サービスを組み合わせたサービスを提供します。

③　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、定時の巡回と利用者の求めによる随時の訪問によって、在

宅の要介護者に訪問介護及び訪問看護サービスを提供します。

【図表3-2】県内の事業所の状況

資料：事業所数は、岡山県指導監査室（令和 5（2023）年 4月 1日現在）

利用者数は、厚生労働省「介護保険事業状況報告（令和 5（2023）年11月月報分）」
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目標指標

指　　標　　名
現　　状

令和 4（2022）年度
目　　標

令和 8（2026）年度末

訪問看護（介護給付におけるサービ
ス利用見込み）

71,840回／月 89,745回／月

看護小規模多機能型居宅介護の利用
者数

351人／月 526人／月

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
の利用者数

415人／月 574人／月



− 23 −

第 3章　地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村支援

Ⅲ　認知症施策の推進

認知症の人が今後増加することが見込まれるため、国の認知症施策推進大綱を踏まえ、

認知症の人の意思が尊重され、できる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるこ

とができる社会を目指し、早期から適切なサービスを受けることができる体制の整備や

地域における見守り支援が広がるよう、市町村を支援します。

また、共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和 5年法律第65号）に基づ

き、国が策定する認知症施策推進基本計画の内容を踏まえるとともに、認知症の人とそ

の家族等の意見を聞いた上で、県計画を策定するなど、認知症施策を推進します。

1　普及啓発・本人発信支援
⑴　認知症サポーター等の養成

認知症を正しく理解し、地域や職域で認知症の人やその家族を温かく見守り、支

援する体制を構築するため、認知症サポーターや、その養成講座の講師役を担うキャ

ラバン・メイトを養成します。

また、認知症サポーターが認知症の人にやさしい地域づくりを加速するために

様々な場面で活躍できるよう、県内外の好事例を収集・発信するとともに、市町村

間で情報や意見を交換する機会を設けること等により、市町村の取組を支援します。

【研修修了者数】‥
（令和 4（2022）年度末現在）

認知症サポーター養成講座 224,978人

キャラバン・メイト養成研修 3,249人

⑵　認知症に関する理解促進

認知症の人やその家族が地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるためには、認

知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深め、共生社会の実

現を推進する必要があります。

認知症の日（毎年 9月21日）及び認知症月間（毎年 9月）などの機会を捉えた普

及啓発に取り組むとともに、認知症に関する正しい知識及び理解の促進を図ります。
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⑶　認知症の人本人からの発信支援

認知症の人が活き活きと活動している姿は、認知症に対する社会の見方を変える

きっかけとなり、多くの認知症の人に希望を与えるものです。また、認知症の人が、

できないことを様々な工夫で補いつつ、できることを活かして希望や生きがいを

持って暮らしている姿は、認知症の診断を受けた後の生活への安心感を与え、早期

に診断を受けることを促す効果も期待できます。そのため、認知症の人本人に認知

症の普及啓発に取り組んでもらう地方版希望大使の設置について検討するほか、認

知症の人が自らの意見等を発信する機会として、認知症の人本人が集い、自身の体

験や希望、必要としていること等を本人同士で語り合う「本人ミーティング」の普

及に努めるとともに、市町村がこうした場等を通じて本人の意見を把握し、認知症

の人本人の視点を反映した施策に取り組めるよう支援します。

また、診断直後等は認知症の受容が困難であり、その後の見通しにも不安が大き

いことから、認知症の人本人が相談支援を行うピアサポート活動について、関係団

体等との連携の下、実施方法等について、他地域での実践事例も参考にしながら取

組を進めます。

2　予防
国の大綱では、「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症

になるのを遅らせる」、「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味とされて

おり、運動不足の改善、高血圧等の生活習慣病の予防、社会参加による社会的孤立の

解消や役割の保持等が認知症予防に資する可能性が示唆されていることから、高齢者

が身近に通える住民運営の通いの場の整備等を推進する市町村の取組を支援します。

3　医療・ケア・介護サービス
⑴　早期診断・早期対応を行う医療機関の整備

認知症に係る地域連携の拠点となる認知症疾患医療センターを設置し、早期の鑑

別診断とその初期対応、行動・心理症状と身体合併症の急性期治療に関する対応や

専門医療相談など、専門的な医療を提供しています。引き続き、同センターを中核

として、二次保健医療圏ごとに認知症の人に対する早期診断・早期対応が行える体

制を整備するとともに、アルツハイマー病の疾患修飾薬等による治療が行える体制

等について検討します。
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【認知症疾患医療センターの指定状況】‥
（令和 5（2023）年 4月 1日現在）

二次保健医療圏 センター数（医療機関名）

県南東部保健医療圏 3（岡山大学病院、慈圭病院、岡山赤十字病院（※））

県南西部保健医療圏
3	（川崎医科大学附属病院、倉敷平成病院、きのこエス
ポアール病院）

高梁・新見保健医療圏 1（さきがけホスピタル）

真庭保健医療圏 1（向陽台病院）

津山・英田保健医療圏 1（積善病院）

※岡山赤十字病院は、岡山市が指定

⑵　認知症サポート医の養成

地域の実情に応じた認知症地域医療体制が構築され、認知症の人が発症初期の段

階から継続して適切な医療と介護を切れ目なく受けることができるよう、医師会や

市町村と連携して、認知症の診断に習熟し、医療と介護の連携の推進役となる認知

症サポート医の養成を進めます。

さらに、認知症サポート医等が、地域における認知症の人への支援体制の充実・

強化を図り、また地域における認知症サポート医等の連携を強化することができる

よう、フォローアップ研修を実施します。

【認知症サポート医の数】‥
（令和 4（2022）年度末現在）

岡山県全域 277人

⑶　医師等の認知症対応力の向上

日頃から高齢者の外来診療を行う様々な診療科の医師（かかりつけ医）が、認知

症の初期症状や発症後の対応から家族支援の方法までを幅広く学び、認知症への対

応力の向上を図るための研修を実施します。

また、身体合併症を伴う認知症の人が、入院により認知症が悪化することなく、

適切な治療とケアを受けることができるよう、病院の医師や看護師等が、認知症の

症状の特徴や適切な対応方法について学ぶ研修を実施することにより、認知症の人

が必要な医療を適切に受けられるよう支援します。

さらに、在宅療養を支える看護職員や歯科医師、薬剤師が認知症の疑いのある人

に早期に気づき、かかりつけ医と連携して対応するとともに、状況に応じて口腔機

能の管理や服薬指導等を適切に行えるよう、研修を実施します。
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【研修修了者数】‥
（令和 4（2022）年度末現在）

かかりつけ医認知症対応力向上研修 1,941人

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 2,234人

看護職員認知症対応力向上研修 558人

歯科医師認知症対応力向上研修 913人

薬剤師認知症対応力向上研修 2,063人

⑷　認知症ケアに携わる介護人材の育成

認知症介護に携わる人材の資質向上を図ることにより、認知症の人が本人主体の

適切なケアを受けることができるよう、介護従事者に対し、国の研修体系に沿った

研修をＩＣＴも活用しながら実施します。

【研修の種別と修了者数】‥
（令和 4（2022）年度末現在）

研 修 名 修了者数 概 要

認知症介護基礎研修 2,991人
介護保険施設・事業所等の従事者が、認知
症介護の基礎的な知識及び技術を学ぶもの

認知症介護実践研修
（実践者研修）

10,355人
介護保険施設・事業所等の従事者が、認知
症介護の理念、知識及び技術を学ぶもの

認知症介護実践研修
（実践リーダー研修）

1,352人
実践者研修修了者が、ケアチームのリー
ダーとなるための知識及び技術を学ぶもの

認知症対応型サービス
事業開設者研修

494人
認知症対応型サービス事業の開設者が認知
症介護に関する基本的な知識を学ぶもの

認知症対応型サービス
事業管理者研修

3,429人
認知症対応型サービス事業の管理者が、事
業所の管理・運営に必要な知識及び技術を
学ぶもの

小規模多機能型サービ
ス等計画作成担当者研
修

874人
小規模多機能型居宅介護事業所等の計画作
成担当者が、計画作成に必要な知識及び技
術を学ぶもの

認知症介護指導者養成
研修

49人
認知症介護実践研修を企画・立案し、講義
を行うことのできる人材を養成するもの

認知症介護指導者フォ
ローアップ研修

25人
認知症介護指導者の教育技術の向上を図る
もの
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4　地域で支える体制の整備
⑴　認知症の人とその家族への支援

認知症の人の家族の精神的身体的負担は大きく、ともすれば地域からの孤立感を

感じることとなっています。認知症の人の家族への支援を行うことが、認知症の人

の生活の質の改善にもつながるとの観点に立って、家族介護者の負担軽減や生活と

介護の両立を支援する取組を推進します。

認知症の人やその家族が、悩みやストレスを抱え込んでしまうことのないよう、

社会福祉士や介護支援専門員、保健師等の専門職が対応する「おかやま認知症コー

ルセンター」を設置し、認知症に関する相談に対応しています。また、介護する家

族等の交流会等を実施するほか、様々な取組を支援し、家族の不安や悩みによる心

の負担の軽減に努めます。

⑵　若年性認知症の人への支援

若年性認知症の人については、当事者本人への支援だけではなく、その家族や関

係者等も含めた総合的な支援を講じていく必要があります。

若年性認知症の専用相談窓口として設置した「おかやま若年性認知症支援セン

ター」に若年性認知症支援コーディネーターを配置し、面談や戸別訪問等の個別支

援を充実させていきます。

また、若年性認知症の人やその家族等が集まる交流会を定期的に開催し、孤立を

防ぎ、ピアサポーターとして相互に支えあう場を作ります。

併せて、就労・社会参加のネットワークを構築するとともに、若年性認知症の人

が適切な支援を受けられるよう市町村や地域包括支援センター等との広域的な連携

強化に努めます。

⑶　市町村の取組の支援

全ての市町村に配置されている認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進

員が、地域の実情に応じて効果的に機能するよう、県内外の好事例を収集・発信す

るとともに、市町村間で情報や意見の交換を行う機会を設けるなど、市町村の取組

を支援します。

また、認知症の人やその家族の見守りや外出支援などのニーズと認知症サポー

ターを中心とした支援者をつなぐ仕組みとして「チームオレンジ」を整備する市町

村の取組を支援します。
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⑷　成年後見制度の利用促進

成年後見制度の利用者数は増加傾向にあるものの、その数は認知症の高齢者の数

と比較して著しく少なく、高齢者の権利擁護の観点からも制度の利用を促進する必

要があります。

認知症高齢者や単独世帯の高齢者の増加が見込まれる中で、成年後見制度の利用

の促進に関する法律に基づき、県内どの地域においても必要な人が成年後見制度を

利用できる体制の整備が進むよう、制度について普及啓発を図り、早期の段階から

の相談などの実施により、権利擁護の支援が必要な人を発見し、制度の利用につな

げるとともに、成年後見制度を利用する人の権利擁護が図られるよう、市町村の取

組を支援します。

また、成年後見の担い手として市民の役割が高まることも考えられることから、

市民後見人の育成やその活躍支援のため、市民後見人養成研修の実施や市町村によ

るフォローアップ研修の支援などを行います。

⑸　行方不明の認知症高齢者への対応

認知症高齢者の増加が見込まれる中で、行方不明となる認知症高齢者の増加も予

想され、早期発見につなげる対策が必要です。

認知症高齢者が行方不明となった際に、関係者等による捜索、発見、通報、保護

が速やかに行われるよう、市町村内や県内外における広域見守りネットワークづく

りを推進します。
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目標指標
普及啓発・本人発信支援

指　　標　　名
現　　状

令和 4（2022）年度
目　　標

令和 8（2026）年度末

認知症サポーター養成講座受講者
数

224,978人 280,000人

医療・ケア・介護サービス

指　　標　　名
現　　状

令和 4（2022）年度
目　　標

令和 8（2026）年度末

認知症サポート医養成研修修了者
数

277人 365人

かかりつけ医認知症対応力向上研
修修了者数

1,941人 2,200人

病院勤務の医療従事者向け認知症
対応力向上研修修了者数

2,234人 2,900人

看護職員認知症対応力向上研修修
了者数

558人 730人

歯科医師認知症対応力向上研修修
了者数

913人 1,360人

薬剤師認知症対応力向上研修修了
者数

2,063人 3,030人

認知症介護実践研修（実践者研修）
修了者数

10,355人 11,700人

認知症介護実践研修（実践リー
ダー研修）修了者数

1,352人 1,570人

認知症介護指導者養成研修修了者
数

49人 52人

地域で支える体制の整備

指　　標　　名
現　　状

令和 4（2022）年度
目　　標

令和 8（2026）年度末

チームオレンジ設置市町村数 6市町村 27市町村
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Ⅳ　地域支援事業の推進

地域支援事業は、高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要介

護状態となった場合でも、住み慣れた地域での自立した生活を可能な限り継続できるよ

う、市町村が主体となって実施する事業です。

市町村は、地域支援事業を核に、医療や介護の専門職と地域住民が、それぞれの役割

を果たしつつ、協働して地域づくりに取り組む体制を整えながら、全ての人が、高齢者

介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や「支える側」「支え

られる側」という関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがい

や役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的な社会である地域共

生社会の実現を目指し、その中核となる地域包括ケアシステムを深化・推進しています。

地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）

において多様なサービス等を担う事業主体には、行政のほか、民間企業、協同組合、

ＮＰＯ、ボランティア、社会福祉法人等があります。これらの事業主体の支援や協働体

制の充実・強化を図るとともに、地域住民の主体的な参画を促進することが重要です。

今後は、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備と併せて、医療と介護の連

携強化などによる地域包括ケアシステムの深化・推進や、地域の実情に応じた介護予防

等や地域づくり等に取り組むことが求められています。

県は、市町村の地域支援事業の進展、充実に向けて、様々な方法で支援します。

地域支援事業の構成

介護予防・日常生活支援総合事業
○介護予防・生活支援サービス事業（要支援者、基本チェックリスト該当者等が対象）

・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食・安否確認等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業（全ての高齢者が対象）
・住民運営の通いの場の充実
・地域リハビリテーション活動の促進

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営・機能強化（地域ケア会議の充実）
○在宅医療・介護連携の推進
○認知症施策の推進（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員の配置）
○生活支援サービスの体制整備（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

任意事業
○介護給付適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業（成年後見制度利用支援、住宅改修支援等）

1　市町村サポートチームの設置
市町村の地域包括ケアシステムの深化・推進が図られるよう、県に保健師・看護師、

作業療法士、社会福祉士等で構成された市町村サポートチームを設置して、地域ケア
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個別会議や生活支援コーディネーター養成等の事業に係る相談支援や助言等により、

市町村を支援します。【図表 3 - 3 】

【図表3-3】県による市町村支援体制

2　地域包括支援センターの機能強化
地域包括支援センターは、高齢者をはじめとした地域住民の身近な相談窓口として、

全ての市町村に設置され、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の 3職種が医療・

介護全般に関する総合的な相談に対応しながら、支援の必要な高齢者を必要な介護

サービスにつなぐとともに、ヤングケアラーを含む家族介護者の相談支援のほか、介

護予防から高齢者の権利擁護まで幅広く対応しています。このため、地域包括支援セ

ンター職員は、医療や介護の様々な機関と連携して適切な対応ができるよう、常に新

しい情報を取り入れながら、知識や技術を高めていくことが求められます。

県は、地域包括支援センター職員の資質向上を図るため、初任者からベテランまで

のそれぞれのキャリアに応じて、相談援助や家族調整等のケアマネジメントのほか、

地域特性の把握や地域連携等の地域マネジメントの実践力を高める研修会を開催する

とともに、先進事例や最新情報等の提供を行います。【図表 3 - 4 】

また、質と量の両面で地域包括支援センターの業務が増大する中、業務の進め方の

見直しや各専門職がそれぞれの役割を発揮しながら連携して行うチームケアの在り方

等、地域包括支援センターごとに抱える課題の解決に向けて、市町村サポートチーム

による相談等の支援を行います。
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【地域包括支援センターの設置数】‥
（令和 5（2023）年 4月末時点）

設置主体 市町村（直営） 法人（委託） 合計

センター数（構成比） 14（20％） 57（80％） 71

【図表3-4】県の研修体系

3　地域ケア会議の推進
地域包括ケアシステムを深化・推進するには、市町村と多様な職種や機関が連携・

協働するネットワークづくりが重要であり、地域ケア会議は、ネットワークづくりの

有効な手段となります。地域ケア会議の開催により、多職種が協働して要支援・要介

護者の抱える課題の背景にある要因を探り、課題解決に向けた支援を行うことが可能

となるだけでなく、これらの課題分析の積み重ねを通じて、地域に共通する課題を整

理し、市町村の政策形成にまで展開することが可能となります。

このため、市町村は、保健・医療・福祉の多職種により要支援者等の自立支援の方

法を検討する「地域ケア個別会議」と、そこから浮かび上がった行政課題について関

係機関を交えて検討する「地域ケア推進会議」を重層的に実施する必要があります。

市町村は、要支援・要介護者が地域での生活を継続できるように、地域ケア会議を

通じて、医療と介護の連携を強めながら、関係機関や職種間の連携体制を整備する必

要があります。

県は、総合事業における要支援者の自立支援と高齢者の地域活動への参加を通じた

介護予防を目指して、全ての市町村において、多職種が参集し、限られた時間で効率

的・効果的に自立支援の検討を進められるよう、市町村サポートチームによる他自治

体の取組の情報提供などを通じて、地域ケア個別会議の定着に向けた支援を行います。

また、地域ケア個別会議が医療ニーズの高い要介護者に対応し、医療と介護の連携が

機能するように、市町村や地域包括支援センターの職員、介護支援専門員等を対象と

した研修会の開催や、地域ケア会議の運営を担うリーダー（進行役）の育成を行いま

す。
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【地域包括支援センター職員資質向上研修】

目標指標

指 標 名
現 状

令和 4 (2022)年度
目 標

令和 8 (2026)年度末

多職種協働による地域ケア個別会議を
定期開催している市町村数

17市町村 27市町村

地域ケア個別会議に係る研修修了者数 825人 1,025人

コラム　 4

地域ケア会議は、介護保険法に規定されています。（平成27（2015）年度施行）

（会議）
第115条の48　市町村は、第115条の45第２項第３号に掲げる事業（※）の効果的な実施の
ために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その
他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議（以下この条において「会議」と
いう。）を置くように努めなければならない。
２　会議は、厚生労働省令で定めるところにより、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定
める被保険者（以下この項において「支援対象被保険者」という。）への適切な支援を図る
ために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営
むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

※地域支援事業（包括的・継続的ケアマネジメント支援業務）
保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び
施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状
況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生
活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
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Ⅴ　介護予防の推進・生活支援の体制整備
平均寿命の延伸により、長い高齢期を過ごす時代となり、心身ともに元気な状態でい

られる期間をできるだけ長く伸ばしていくこと、さらに、要介護状態となっても、可能

な限り重度化を防ぐこと、すなわち介護予防は、介護保険制度を維持する上で、最も重

要な課題です。

また、単身又は夫婦のみの高齢者世帯の増加により、見守り・安否確認、外出支援、

買物・調理・掃除等の家事、金銭管理、ごみ出し等の日常的な生活支援を必要とする高

齢者が増加しています。

このため、地域住民やサービス事業者等に対して、介護予防や自立支援に関する理解

を促しながら、地域ぐるみで介護予防に取り組む環境をつくるとともに、全国一律の介

護保険サービスでは対応しきれない高齢者の多様な生活支援ニーズに対応するため、地

域の実情に応じたきめ細かい柔軟なサービスの提供が求められています。

1　通いの場の普及
市町村は、高齢者が定期的に集う通いの場への参加者を増やす取組を進めています。

県は、介護予防に有効とされる週 1回以上、住民運営で体操を行う通いの場の普及

を進めています。また、県内の先進事例を横展開するため、住民運営のノウハウ提供

や通いの場の情報紙を作成するとともに、通いの場参加者やボランティアが一堂に会

し交流を深めるフォーラムを通じて、広く県民に通いの場の魅力を発信します。さら

に、地域の実情に応じた通いの場の立ち上げ支援を行うなど市町村の取組を支援します。

また、県は、市町村が介護予防の効果を確認しながらＰＤＣＡサイクルを回すこと

ができるよう、専門家の協力を得ながらデータ収集・分析等の支援を行います。

【通いの場の様子】
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2　住民互助による通所付添活動の普及
市町村が実施する総合事業の更なる充実に向けて、通いの場をはじめとした通所に

自力では参加が難しくなった高齢者が、家に閉じこもることなく、通所の利用を継続

できるようにするため、県は、住民互助による付添活動の担い手である通所付添サポー

ターの養成を行うとともに、通所付添サポート事業（※コラム 5）の実施を通じて通

所付添活動の普及を図ります。【図表 3 - 5 】

【図表3-5】住民互助による通所付添活動

コラム　 ５　　平成２9（２0１7）年度開始　通所付添サポート事業

〈県内での活動の広がり〉
○吉備中央町では、住民の自主運営で毎週開催する高齢者の「通いの場」が、 4地区あっ
たが、自力で参加できない高齢者への対応が課題となっていたことから、県の事業を活
用して、「吉備中央町通所付添サポート隊」を結成し、住民互助の付添活動をスタート
〇その後、付添活動は令和 ５年までに県内の１１市町村に広がった。また、通いの場だけで
なく、住民主体のデイサービス（矢掛町）や通所入浴サービス（奈義町、赤磐市）など、
多様なサービスの場で通所付添活動が行われている。
〈活動概要〉
○主に５0代から70代までの元気な高齢者が、県の講習を修了し、通所付添サポーターとし
て登録。二人一組になって、通いの場への自力参加の困難な高齢者を、徒歩や車で通い
の場まで移動支援する。
○車両は、社会福祉法人の車両や市町村契約のリース車両等を利用
○利用者は、片道１00円程度を付添料金として負担し、市町村は付添活動団体に活動費を
補助
〈県の支援〉
○通所付添サポート事業では、活動の立ち上げに必要な費用を補助するとともに、ＮＰＯ
法人移動ネットおかやまの協力により、準備段階から活動開始後に事業が軌道に乗るま
でアドバイス等を実施
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3　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進
高齢者の健康保持・フレイル対策の重要性が今後一層高まることを踏まえ、高齢者

の心身の多様な課題に対応し、きめ細かい支援を実施するため、国では令和 2年度か

ら、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」を推進しています。これにより、

高齢者の身近な立場で保健事業や介護予防を実施している市町村と後期高齢者医療広

域連合が連携し、後期高齢者の保健事業について、国民健康保険の保健事業や介護保

険の地域支援事業と一体的に実施する枠組みが整備され、令和 6（2024）年度までに

全ての市町村での実施を目指すこととなっています。

県は、後期高齢者医療広域連合や国民健康保険団体連合会と連携し、全ての市町村

において「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」の取組が推進されるよう、

好事例の横展開や必要な助言、医療・介護等関係団体との調整等を行います。【図表

3 - 6 】

【図表3-6】高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（イメージ図）
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4　リハビリテーション専門職による市町村支援の促進
高齢者に対する自立支援や重度化防止など効果的な介護予防を推進するには、リハ

ビリテーション専門職が、市町村に出向き、地域ケア個別会議のほか、通所や訪問、

住民運営の通いの場等に関わりながら、生活環境の調整も含めた総合的な対応を行う

必要があります。

県は、職能団体や県医師会、県病院協会等の協力の下に構築した広域派遣調整の仕

組みを通じて、リハビリテーション専門職が市町村の支援を安定的に継続できるよう、

市町村事業に参加協力できるリハビリテーション専門職の確保等を行います。【図表

3 - 7 】

【図表3-7】リハビリテーション専門職の市町村支援のしくみ

※ 1 ：岡山県リハビリテーション専門職団体連絡会

※ 2 ：ＰＴ：理学療法士　ＯＴ：作業療法士　ＳＴ：言語聴覚士

5　健康寿命の延伸
高齢者が、生産活動や地域活動に積極的に参加し、趣味や娯楽活動等で交友を深め、

家庭内でも役割を担うとともに、健康の更なる保持増進ができるよう、健康に焦点を

当てた取組を実施し、平均寿命の延伸を上回る健康寿命の延伸を目指します。

⑴　高齢者の「低栄養」、「脱水」の予防

食欲の低下などから起こる「低栄養」、口渇感の低下などから起こる「脱水（水

分摂取量の不足）」、誤嚥性肺炎にもつながる「口腔ケアの不足」が起きないよう、

愛育委員や栄養委員等と連携し、高齢者だけでなく、ケアに従事する人など広く県

民に普及啓発を進めます。

⑵　高齢者の日常生活の活発化

高齢者の運動器（骨、関節、筋肉など）の衰えをできるだけ防ぐため、適度な運

動の実践を進めるほか、社会とのつながりを持ち続け、活動的な生活を送ることが

できるよう、市町村や関係機関と連携して、愛育委員などの健康づくりボランティ
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ア活動のほか仕事や趣味、家庭での役割を持つなど、積極的な社会参加を促進しま

す。

6　生活支援コーディネーター等の養成
市町村は、生活支援・介護予防サービスの担い手として、ＮＰＯ、ボランティア団

体等の多様な主体が高齢者の在宅生活を支えることができるよう、地域の関係機関・

団体・住民等からなる協議体の設置や、生活支援コーディネーターの配置を行ってい

ます。生活支援コーディネーターは、地域のニーズや資源の把握、民間事業者やボラ

ンティア団体等関係者のネットワークづくり、担い手の養成等を通じて、コミュニティ

を再構築しながら地域の支え合い体制を構築する役割を担っています。

また、就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施し

たい事業者等をマッチングし、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進する役割

を担う就労的支援コーディネーターについても、市町村において配置の検討が行われ

ています。

県は、生活支援コーディネーターや就労的活動支援コーディネーターとなる人材を

計画的に養成するとともに、その資質向上を図るため、養成・現任研修を充実させ、

市町村が必要とする人材の安定的な確保を図ります。【図表 3 - 8 】

【図表3-8】生活支援コーディネーターの養成
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7　活動の支援と社会参加の促進
⑴　多様な担い手の参画に向けた啓発

地域の実情に応じたきめ細やかで柔軟なサービスを拡充するためには、介護サー

ビス事業者以外に、ＮＰＯ、ボランティア団体等の多様な担い手の参画を促進する

必要があります。

県は、高齢者の生活支援に携わるＮＰＯと協働して、県民向けのフォーラムやワー

クショップを開催し、県内外の先駆的な取組や地域づくりの魅力を発信しながら、

多くのシニア世代が担い手として活躍できるよう機運の醸成を図ります。

⑵　老人クラブの活動支援

高齢者が、世代間の交流や相互支援の活動のほか、地域の担い手となって体操教

室や食事会など通いの場の運営等に携わることは、これからの健康長寿の地域づく

りに欠かせないことから、老人クラブのボランティア活動等を支援します。

⑶　シルバー人材センター事業の支援

定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた臨時的かつ短期的

又は軽易な業務を提供するシルバー人材センター事業の普及・拡大や就業機会の確

保を図るため、岡山県シルバー人材センター連合会の活動を支援します。

⑷　ねんりんピック

ねんりんピック（全国健康福祉祭）は、高齢者のスポーツ・文化をはじめ、健康

や福祉に関する多彩なイベントが開催される全国大会で、毎年、都道府県の持ち回

りで行われています。県では、選手団を派遣し、高齢者の社会交流の機会拡大を図

ります。
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目標指標

指 標 名
現 状

令和 4 (2022)年度
目 標

令和 8 (2026)年度末

通いの場の参加率
6.1％

（令和 3（2021）年度）
8％

市町村を支援することができるリハビ
リテーション専門職数

771人 970人

生活支援コーディネーター等研修修了
者数

247人 450人

通所付添サポーターの養成数 520人 720人

住民互助による通所付添活動の実施団
体数

22団体 30団体
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Ⅵ　住まいの安定確保

住まいは生活の基盤であり、介護保険サービスの利用の有無にかかわらず、バリアフ

リー等の配慮がなされた住まいで一定の生活支援を受けることができれば、地域での生

活を継続していくことが可能な高齢者も少なくありません。地域包括ケアシステムでは、

高齢者が状態の変化に応じて住まい方を選択できるようにしながら、要介護状態となっ

ても、必要な医療・介護・生活支援サービスを利用して、住み慣れた地域での生活を継

続できるようにすることを目指しています。このため、地域包括ケアシステムの前提と

なる高齢者の住まいの安定確保に向け、様々な取組を進めます。

1　住宅のバリアフリー
高齢者の身体状況に応じた安全で動きやすい住宅に改修するため、リハビリテー

ションや建築の専門チームによる相談体制を市町村に構築することを促進します。

改修費用については、介護保険による住宅改修費の給付を基本としつつ、市町村が

給付の上乗せを行う事業への助成を行います。

また、改修費用の自己資金が捻出できない高齢者に対しては、岡山県社会福祉協議

会の生活福祉資金貸付制度等についての情報提供を行います。

さらに、バリアフリー改修に対する各種融資制度の活用等による、住宅のバリアフ

リー化を促進します。

2　公営住宅
公営住宅については、高齢者向けの住宅など地域における住宅需要を勘案し、地域

の特性に応じた整備を行います。

また、生活指導・相談・安否確認、緊急時対応等のサービスが受けられるシルバー

ハウジングの効率的活用を進めます。【図表 3 - 9 】

【図表3-9】シルバーハウジングの状況

区 分 県 営 住 宅 岡山市営住宅 倉敷市営住宅

団 地 数 2 2 1

戸 数 43 68 15

資料：岡山県住宅課（令和 5（2023）年 4月 1日現在）
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3　有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅が、介護ニーズの受け皿として役

割を果たせるよう、市町村から提供される情報等に基づき、未届けの有料老人ホーム

の届出促進や指導監督の徹底を図るとともに、市町村と連携して、質の確保に努めま

す。

⑴　有料老人ホーム

有料老人ホームは、老人福祉法に基づく、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食

事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」、「健康管理」のうちいずれか 1つ以上のサービ

スを行う施設で、介護保険法の特定施設入居者生活介護の指定を受けた「介護付」、

介護が必要となった入居者が訪問介護等の外部の介護サービスを利用することがで

きる「住宅型」、健康な状態にある者を対象とした「健康型」の 3種類があります。

全国の有料老人ホーム情報については、介護サービス情報公表システムの「生活関

連情報」で検索できるようになっています。

県は、「岡山県有料老人ホーム設置運営指導方針」等に基づき、有料老人ホーム

の設置及び運営に関する助言や指導を行い、良好な居住環境及び生活支援サービス

の確保を図ります。【図表 3 -10】

⑵　サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅は、60歳以上の単身又は夫婦のみ世帯等のための賃

貸住宅であり、状況把握サービスと生活相談サービス等の福祉サービスが付加され

ています。設置者は、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、県（指定都

市、中核市）の登録を受けることができ、登録された物件は、全国で一元化された

ホームページで検索できるようになっています。

県は、登録物件に対する定期的な報告依頼や立入指導等により、適正な運営を確

保するとともに、市町村と連携し、サービス付き高齢者向け住宅の供給の安定に取

り組みます。【図表 3 -11】【図表 3 -12】
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【図表3-10】圏域別の有料老人ホームの入居定員総数

有料老人ホーム（サービス付き
高齢者向け住宅を含まない。）

施設数 定員（人） うち特定施設入居者生活介護
の指定を受けていないもの

県 南 東 部 圏 域 111 3,438 1,716

県 南 西 部 圏 域 88 3,259 1,285

高 梁・ 新 見 圏 域 2 57 29

真 庭 圏 域 1 21 21

津 山・ 勝 英 圏 域 21 467 188

県 計 223 7,242 3,239

資料：岡山県指導監査室（令和 5（2023）年10月 1 日現在）

【図表3-11】圏域別のサービス付き高齢者向け住宅の戸数

サービス付き高齢者向け住宅 施設数 戸数 うち特定施設入居者生活介護
の指定を受けていないもの

県 南 東 部 圏 域 80 2,359 2,344

県 南 西 部 圏 域 36 989 886

高 梁・ 新 見 圏 域 0 0 0

真 庭 圏 域 0 0 0

津 山・ 勝 英 圏 域 7 194 194

県 計 123 3,542 3,424

資料：岡山県住宅課・指導監査室（令和 5（2023）年10月 1 日現在）

【図表3-12】岡山県におけるサービス付き高齢者向け住宅戸数の推移

資料：岡山県住宅課（各年度 3月31日現在）
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4　養護老人ホーム等
要介護認定の該当にならない高齢者のうち、経済的理由等で在宅での生活が困難な

高齢者の住まいについては、養護老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）の活用

を図ります。

また、高齢等のため独立して生活することに不安のある高齢者の住まいとして、介

護支援機能及び居住機能、交流機能を総合的に提供する複合型施設である生活支援ハ

ウス（高齢者生活福祉センター）が整備されており、この施設の有効活用を図ります。

【図表 3 -13】【図表 3 -14】

【図表3-13】養護老人ホーム等の概要

区 分 概 要 施設数 定員（人）

養護老人ホーム

老人福祉法に基づく、環境上の理由及び経済
的理由により居宅において養護を受けることが
困難な高齢者を市町村の措置により入所させ、
養護するとともに、自立した日常生活を営み、
社会的活動に参加するために必要な指導及び訓
練等を行うことを目的とする施設

22 1,291

軽費老人ホーム 
（ケアハウス等）

老人福祉法に基づく、無料又は低額な料金で
高齢者を入所させ、食事の提供等の日常生活上
必要な便宜を供与することを目的とする施設

69 2,616

生活支援ハウス 
（高齢者生活福
祉センター）

60歳以上のひとり暮らしや夫婦のみの世帯に
属する者等で、高齢等のため居宅での生活に不
安がある者に対して、介護支援機能、居住機能
及び交流機能を総合的に提供する小規模な複合
型施設

7 67

資料：岡山県長寿社会課（令和 5（2023）年 4月 1日現在）
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【図表3-14】‥圏域別の養護老人ホームの必要入所定員総数及び軽費老人ホームの入所
定員総数の見込み

養護老人ホーム
令和 5（2023）年度 令和 8（2026）年度

施設数 定員(人) 施設数 定員(人)

県南東部圏域 10 550 10 550

県南西部圏域 4 279 4 259

高梁・新見圏域 2 110 2 110

真 庭 圏 域 1 42 1 42

津山・勝英圏域 5 310 5 310

県 計 22 1,291 22 1,271

軽費老人ホーム
令和 5（2023）年度 令和 8（2026）年度

施設数 定員(人) 施設数 定員(人)

県南東部圏域 32 1,207 32 1,207

県南西部圏域 22 904 22 904

高梁・新見圏域 4 90 4 100

真 庭 圏 域 4 128 5 141

津山・勝英圏域 9 330 9 330

県 計 71 2,659 72 2,682

資料：岡山県長寿社会課

コラム　 ６

全国の都道府県等に登録された全てのサービス付き高齢者向け住宅が、オンラインで公開さ

れています。

登録住宅の検索サイトのURL　https://www.satsuki-jutaku.jp/search/index.php
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Ⅶ　多様な高齢者施策

1　高齢者虐待防止対策の推進
高齢者の尊厳を保持するため、高齢者虐待を防止することは極めて重要です。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下「高齢者

虐待防止法」という。）では、高齢者虐待の早期発見・早期対応を主眼に、行政をは

じめ関係機関等が連携して、その防止に取り組むことを定めています。

本県の高齢者に対する虐待件数について、令和 4（2022）年度は、通報件数553件の

うち虐待があったと判断されたものは302件となっています。【図表 3 -15】

県は、高齢者虐待はあってはならないとの強い認識の下、市町村や地域包括支援セ

ンターの職員や介護事業者などが、高齢者虐待防止法の趣旨等を理解し、虐待の早期

発見・早期対応ができるよう研修等を行うとともに、あらゆる機会を通じ、高齢者虐

待の防止に関する啓発を行うほか、特に介護サービス事業者に対しては、集団指導等

を通じ、虐待の発生防止や行政への早期通報など、高齢者虐待防止法に則った対応の

徹底を図ります。

また、介護経験が少なく技術に不安のある介護職員の初任者研修や研修期間中の代

替職員の確保など、介護職員の資質向上のための支援を行います。

さらに、家族関係への介入など、継続して粘り強い対応が求められる困難事例が多

い養護者による虐待への対応については、市町村担当職員の研修や法律相談窓口の設

置、県民向けパンフレットの配布など、市町村への支援等を行います。

【図表3-15】市町村への通報等の状況

令和 2年度
（2020）

令和 3年度
（2021）

令和 4年度
（2022）

養護者による高齢者 
虐待

通報件数 520 505 524

うち虐待確認件数 299 288 288

要介護施設従事者等 
による高齢者虐待

通報件数 25 20 29

うち虐待確認件数 7 6 14

合計
通報件数 545 525 553

うち虐待確認件数 306 294 302

資料：岡山県指導監査室・長寿社会課
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2　老人福祉センター
健康の増進、教養の向上、レクリエーション等を目的とした施設です。地域の実情

に応じて、介護予防の様々な活動の場として活用するなど、効果的な利用を促進しま

す。

老人福祉センター（令和 5（2023）年度） 32施設

3　在宅介護支援センター
地域住民等からの相談に応じ、様々な保健、福祉、介護サービスが総合的に受けら

れるように、市町村、サービス事業者、居宅介護支援事業所等との連絡調整に当たる

施設です。地域の実情に応じて、地域包括支援センターとの連携等による効果的な利

用を促進します。

在宅介護支援センター（令和 5（2023）年度） 31施設

4　障害福祉サービス事業者との連携強化の促進
障害福祉サービスを受給している障害者が65歳に到達し、介護サービスに移行した

ときなどは、介護保険サービス事業者と障害福祉サービス事業者間の連携が必要です。

このため、利用者、家族を含め関係サービス事業者等が一堂に会するサービス担当

者会議に、障害福祉サービス事業者の参画を求める等により、情報共有を促進します。

また、サービス等利用計画を介護保険サービス事業者も共有し、切れ目のない支援

が円滑に行われる体制構築を促進します。

さらに、平成29（2017）年に地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律により介護保険法が改正され、障害福祉サービス事業所であれば、

訪問介護、通所介護等の居宅サービス等に係る事業所の指定も受けやすくする特例（共

生型居宅サービス事業者の特例等）が設けられており、制度の周知を図ります。

5　長期入院している精神障害のある人の地域移行
精神科病院の入院患者は、新規入院者のうち約 9割は 1年未満で退院している一方、

入院患者3,740人のうち、入院期間が 1年以上の患者が2,092人（56％）います。また、

入院期間 1 年以上の患者のうち、65歳以上は1,441人（69％）います。入院期間が 1

年以上になると退院が困難となるため、高齢の長期入院患者の退院支援、地域移行が

課題となっています。【図表 3 -16】

精神科病院に長期に入院している精神障害のある人の地域生活への移行を進めるた

め、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を図る必要があります。

このため、県では、保健・医療・福祉の従事者、当事者団体、行政機関等で構成す

る「精神障害者地域移行推進検討会」を設置し、地域生活への円滑な移行に向けた支

援体制について検討します。
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精神科病院や地域援助事業者（注 1）とピアサポーター（注 2）等の連携を強め、

住まいの確保を含む退院環境の整備や地域生活への移行に向けた支援を進めます。

退院後の医療受診が途絶えがちで病状が不安定な人のためには、医療と保健福祉等

の多職種チームによる訪問支援により地域生活の定着に向けた支援を行います。

高齢者が退院する場合には、介護との連携を深め、介護サービスの利用も図りなが

ら、地域移行を進めます。

【図表3-16】入院期間別患者数の推移

資料：厚生労働省「精神保健福祉資料」

6　災害対策の推進
「南海トラフ地震」等の大規模災害が想定されているほか、最近は集中豪雨や台風

等による大規模な風水害が各地で頻発するなど、自然災害の発生リスクが高まってお

り、高齢者をいかにして守るかが課題となっています。

特に、平成28（2016）年 8 月の台風第10号災害では、岩手県の高齢者グループホー

ムにおいて多数の利用者の尊い生命が奪われるなど、施設入所者の被災も相次いでい

ます。このため、平成29（2017）年 6月に水防法・土砂災害防止法の一部が改正され、

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設（注 3）の管理者に対し、

避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務付けられました。

また、災害対策基本法第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者名簿に情報を提

供している避難行動要支援者（注 4）の割合は県平均で59.7％となっています。（令

和 5（2023）年避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況調査）

市町村に対し、地域での自主防災活動の活性化や在宅、単身の高齢者、障害のある

人などの状況把握と連絡体制の確立、消防・警察等と連携した災害時の安全な避難体

制の整備を促します。

県では、地震や風水害による被害の軽減を図るため、国の「避難行動要支援者の避

難行動支援に関する取組指針」に基づき、市町村と連携し、地域の特性や実情に応じ



− 49 −

第 3章　地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村支援

た要配慮者の避難支援体制の充実を図るとともに、災害発生時に備え、関係団体と連

携し、職員の応援派遣や必要な物資の提供に係る体制整備を促進します。

介護福祉士や社会福祉士等で構成された岡山県災害派遣福祉チーム（岡山ＤＷＡＴ）

（事務局：県社会福祉協議会）との協定（令和元年 7 月締結）により、災害時に、福

祉の専門職を一般避難所に派遣し、高齢者等の要配慮者への支援につなげるとともに、

平時から、より効果的な支援活動が可能となるよう、組織体制の充実強化を促進しま

す。

また、一般避難所では生活することが困難な高齢者等を受け入れる福祉避難所につ

いて、さらなる確保と受入体制の整備を進めるため、県では、運営マニュアルの周知

や研修会の開催、関係団体との連携等を通じて、市町村の取組を支援します。

さらに、介護保険施設等の要配慮者利用施設は、老人福祉法等により水害土砂災害

を含む非常災害に関する具体的な計画（「非常災害対策計画」）の作成が必要であり、

水防法又は土砂災害防止法に基づき市町村地域防災計画に記載された施設では、水害

や土砂災害に対応した避難に係る計画（「避難確保計画」）の作成が義務付けられてい

ることから、指導監査時の点検や説明会等を通じ、実効性のある避難確保計画の策定

や訓練の実施を施設管理者に促します。

災害発生時においても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する

ため、指定基準により、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画

等の策定、研修や訓練の実施等が義務付けられていることから、必要な助言及び適切

な援助を行います。

7　感染症対策の推進
インフルエンザやノロウイルス、新興感染症等に対しては、日頃から介護事業所等

と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓発、感染症の発生に備えた平時から

の事前準備が重要です。

このため、介護事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備え

が講じられているかを定期的に確認するとともに、介護事業所等の職員が感染症に対

する理解や知見を有した上で業務に当たることができるよう、高齢者施設における感

染対策マニュアル等を活用し、感染症に対する知識の普及啓発を図ります。

また、市町村や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制を構築するとともに、

関係団体とも連携し、感染症発生時に備えた事業所間の応援体制や人材確保等の整備

を促進します。

さらに、緊急時に備え、感染防護具や消毒液等、初動対応に必要な物資の備蓄に努

めます。

感染症発生時においても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築す

るため、指定基準により、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計

画等の策定、研修や訓練の実施等が義務付けられていることから、必要な助言及び適

切な援助を行います。
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8　消費者被害防止対策の推進
高齢者等を狙った悪質商法や特殊詐欺による被害が多発していることから、これら

の被害防止や救済のための対策を、市町村や関係機関等と連携して進める必要があり

ます。

このため、悪質商法や特殊詐欺の手口と対処法などを紹介する講座等を開催すると

ともに、各種啓発イベントや高齢者等の被害防止に有効なテレビや新聞をはじめとし

た広報媒体を通じて、高齢者やその家族、地域住民、介護事業者等に注意喚起を行い、

被害の防止を図ります。

被害の救済や拡大防止のために、県消費生活センターや警察等で相談に応じるとと

もに、消費生活相談員へのレベルアップ研修等を通じて、身近な市町村での消費生活

相談体制の充実等を支援します。

また、高齢者の消費者被害防止のためには、周囲の見守りが重要であることから、

地域の実情に応じて、消費生活センターや市町村の相談窓口、警察、福祉関係者、地

域団体等によるネットワークの整備が図られるよう、市町村等の取組を支援します。

9　交通事故防止対策の推進
高齢化の進展に伴い、例年、交通事故死者の多くを高齢者（65歳以上）が占めてい

るほか、高齢運転者の加齢に伴う身体機能の変化によるものとみられる、発見遅れや

操作ミスなどを原因とする交通事故が多発しているなど、高齢者の交通事故防止は喫

緊の課題です。

このため、県では「第11次岡山県交通安全計画」に基づき、市町村、関係機関と連

携し、被害・加害の両面から高齢者の交通事故防止対策を推進します。

注 1：居宅介護支援事業者等の相談や援助の業務を行う事業者

注 2：精神疾患を体験した仲間（ピア）として体験を共有し、支援する人

注 3：社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設

注 4：高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発

生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難

の確保を図るため特に支援を要する者




